
増加試験研究費の税額控除制度 
（旧増加型） 

試験研究費の総額に係る 
税額控除制度（総額型） 

特別試験研究費の額に係る 
税額控除制度 

繰越（中小企業者等）税額控除限度
超過額に係る税額控除制度 

中小企業技術基盤強化税制 

試験研究費の額が増加した場合等の
税額控除制度 

（増加型・高水準型） 

税額控除限度額の引上げ 

平成21年度分又は平成22年度分の

繰越（中小企業者等）税額控除限度
超過額がある場合の特例 

昭和42年 昭和60年 平成15年 平成18年 平成20年 平成21年 平成24年 
平成25年 
3月31日 

平成26年 
3月31日 

平成27年 
3月31日 

平成25年 
4月1日以後開始
事業年度 

平成25年 
3月31日以前開

始事業年度であ
れば適用可 


